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国民年金のはなし
◆ 「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～
　国民年金保険料は、所得税と住民税の申告の際に全
額が社会保険料控除の対象となります。その年の１月
１日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、納付したこ
とを証明する書類の添付が必要です。年末調整や確定
申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付して
ください。
◆「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
○１月１日から９月 30 日までの間に国民年金保険料
を納付した人
　⇒今年 11 月上旬に日本年金機構本部から送付　　
○ 10 月１日から 12 月 31 日までの間に国民年金保険
料を今年初めて納付した人　　
　⇒翌年の２月上旬に送付
　なお、家族の国民年金保険料を納付した場合も、本
人の社会保険料控除に加えることができますので、家
族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してく
ださい。

※「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」につ
　いて、詳しくは控除証明書のはがきに表示されて
　いるねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤ
　ルにお問い合わせください。

【問い合わせ】保険年金課
　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

■ 11 月の「ねんきん月間」に
１日伊賀年金事務所を開設します

【と　き】　11 月 18 日㈮　午前 10 時～午後３時
【ところ】　ゆめぽりすセンター　会議室
【内　容】
　年金受給・国民年金保険料納付・厚生年金保険
や健康保険加入の相談、その他年金制度に関する
相談
※年金受給に関する相談は、「社会保険出張相談」
　をご利用ください。相談日は、広報いが市毎月
　15 日号の無料相談に掲載しています。

【問い合わせ】
　保険年金課・各支所住民福祉課
　津年金事務所　☎ 059-228-9112

青色申告の説明会・年末調整説明会
◆ 申告の時期が近づいています

◆所得税青色申告決算等説明会
【とき・ところ】
① 11 月 17 日㈭　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
　ハイトピア伊賀　３階ホール
② 11 月 21 日㈪　午前 10 時～正午
　名張市防災センター　２階研修室（名張市鴻之台１
番町２番地）
※平成 28 年分青色決算書用紙は確定申告書用紙など
　に同封して送付します。（電子申告の人には送付し
　ません。）なお、確定申告書用紙や青色決算書用紙は、
　国税庁ホームページからダウンロードできます。

【問い合わせ】
　上野税務署個人課税第一部門　☎ 21-0289

◆平成 28 年分年末調整等説明会
＜郵便番号が〒 518-0001 ～ 518-0227 の人、

前 3 桁が〒 519 の人＞
【とき・ところ】　11 月 14 日㈪
　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
 ＜郵便番号が〒 518-0801 ～ 518-1429 の人＞

【とき・ところ】　11 月 15 日㈫　午前 10 時～正午
　三重県伊賀庁舎　７階大会議室
※説明会に関する書類は対象者に事前に送付しますの
　で、当日必ず持参してください。不足する書類があ
　る場合は、説明会場または上野税務署で配付します。

【問い合わせ】　上野税務署法人課税部門　☎ 21-0953

【問い合わせ】課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

《国税相談窓口》
○インターネット
　（「タックスアンサー」と検索）
　http://www.nta.go.jp/taxanswer

○電話　上野税務署（☎ 21-0950）⇒自動音声案
内（「１」を選択） ⇒ 「電話相談センター」につなが
ります。　受付時間：午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日、年末年始を除く。
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市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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旧指定ごみ袋（白色半透明）の
セット販売を終了します

お知
らせ
お知
らせ

～伊賀北部地区（上野・伊賀・島ヶ原
・阿山・大山田）の皆さんへ～

　旧指定ごみ袋（白色半透明）の在
庫を解消するため、昨年４月から、
差額シールとのセット商品を販売し
ていましたが、おおむね在庫を解消
したため、９月末でセット商品の販
売を終了しました。
　市民の皆さんには、ごみ排出の際
に差額シールを貼るなどのご不便を
おかけしたことをお詫びするととも
に、在庫解消にご理解とご協力をい
ただいたことにお礼申し上げます。
　なお、差額シールは引き続き販売
しています。旧指定ごみ袋をお持ち
の場合は、差額シールを貼付して使
用してください。

【問い合わせ】
　廃棄物対策課
　☎ 20-1050　ＦＡＸ  20-2575

麻しん（はしか）にご注意をお知
らせ
お知
らせ

　麻しんが流行しています。
　麻しんは、空気感染・飛沫感染（咳
やくしゃみ）・接触感染により感染
する、感染力が大変強い疾患です。
　麻しんにかかったことがなく予防
接種を受けていない人や予防接種を
1 回しか受けていない人は免疫が不
十分な可能性があるので、特に注意
してください。
　また、定期接種の対象年齢になっ
たら早急に予防接種を受けましょう。

《麻しん（はしか）の予防接種》
【定期接種対象者】
○第 1 期
　生後 12 カ月～ 24 カ月未満の人
○第 2 期
　平成 22 年４月２日～平成 23 年
４月１日生まれの人（小学校入学前
年度の１年間）
※定期接種対象者以外は任意（自費）
　での接種となります。

《麻しん（はしか）かなと思ったら》
　麻しんの患者と 10 ～ 12 日前に
接触後、発熱・せき・
発疹などの症状が出
た場合は、事前に電
話で症状を伝えた上
で医療機関に受診し
てください。

【問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ  22-9666

　　　　　　　

　毎月１問、伊賀に関するクイ
ズを掲載します。
　　
　上野天神祭に出される鬼行列
のうち、上野徳居町の出し物は？
①大御幣　②ひょろつき鬼　
③鎮
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　④役
えんのぎょうじゃ

行者
（答えは 10 ページ）

伊賀のこと
もっと知

りたい！

問題

義援金 受け入れ状況お知
らせ
お知
らせ

【義援金総額】　※９月 20 日現在
○熊本地震災害　493,688 円
○東日本大震災　64,523,712 円
○イタリア中部地震
　655 円（９月７日～）
○台風 10 号等災害
　2,636 円（９月７日～）
※お寄せいただいた義援金は、日本
　赤十字社を通じて被災された方々
　にお届けします。

【義援金箱の設置場所】
　本庁舎玄関ロビー、各支所（上野
支所を除く。）

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ   22-9673

　

● 10 月 28日（金）
　午前 10時～ 11時 20分
　午後０時 30分～３時 30分
　ハイトピア伊賀
● 10 月 30日（日）
　午前９時 30分～正午
　午後１時～３時
　大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター

献血のご案内

インターネット
公売

　公売の対象は市税の滞納処分と
して差し押さえた財産です。
◆市ホームページ掲載開始日時
○（せ）：11 月７日㈪　午後４時
○（入）：11 月７日㈪　午後４時
◆参加申込期限
○（せ）：11 月 21 日㈪　午後 11 時
○（入）：11 月 21 日㈪　午後 11 時
※諸事情により中止になる場合が
　あります。詳しくは、市ホーム
　ページでご確認ください。

【問い合わせ】　収税課
　☎ 22-9612　ＦＡＸ   22-9618

○せり売り方式
⇒（せ）

○入札方式⇒（入）

コミュニティ助成事業お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、受託
事業収入を財源にコミュニティ助成
事業を実施しています。
　中瀬地域住民自治協議会では、こ
の宝くじの助成金により、地域の活
性化に向けた連帯意識を醸成するた
め、夏まつりなどに使用するテント
やテーブル、音響設備などの備品を
購入しました。
　また、古山地区住民自治協議会で
は、住民が自主的に取り組むコミュ
ニティ活動を促進し広報活動などを
行うため、野外事業に使用するテン
トや広報紙印刷用の印刷機などの備
品を購入しました。

【問い合わせ】
　上野支所振興課　
　☎ 22-9633
　ＦＡＸ  22-9694

解体工事などに
着手する前に

お知
らせ
お知
らせ

　特定建設資材 を用いた建築物な
どの解体・新築・土木工事などで、
一定規模の面積または金額以上のも
のは、「建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律（通称：建設リ
サイクル法）」により、発注者・自
主施工者に次のことが義務付けられ
ています。
○工事に着手する日の７日前までに、
　分別解体の計画などについて届け
　出を行うこと
○建設資材廃棄物を基準に従って工
　事現場で分別（分別解体など）し、
　特定建設資材廃棄物の再資源化な
　どを行うこと
＊特定建設資材…コンクリート、コ
ンクリートや鉄からなる建設資材、
木材（繊維板などを含む。）、アスファ
ルトコンクリート
　そのほか関係法令に基づき適正に
作業を行う必要があります。詳しく
は都市計画課までご相談ください。

【問い合わせ】
　都市計画課
　☎ 43-2316　ＦＡＸ  43-2317

*


